
規 則

�愛媛県規則第３１号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，３８７，０００円

以内とする。

ウ～キ 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出で

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，４０４，０００円

以内とする。

ウ～キ 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出で
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きる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範

囲内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をも

つて決定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

きる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範

囲内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をも

つて決定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

夏

季

４月

から

９月

まで

円

１７，３００

円

２２，３００

円

３２，８００

円

３９，３００

円

４９，８００

円

７，３００

夏

季

４月

から

９月

まで

円

１７，５００

円

２２，６００

円

３３，３００

円

３９，９００

円

５０，５００

円

７，４００

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

２８，６００ ３７，０００ ５１，６００ ６０，４００ ７５，９００ １０，４００
冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

２９，０００ ３７，５００ ５２，３００ ６１，３００ ７７，０００ １０，５００

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により

一時的に居住することができない状態となつたものを含

む。）により被害を受けた世帯

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により

一時的に居住することができない状態となつたものを含

む。）により被害を受けた世帯

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

夏

季

４月

から

９月

まで

円

５，６００

円

７，６００

円

１１，４００

円

１３，８００

円

１７，５００

円

２，４００

夏

季

４月

から

９月

まで

円

５，７００

円

７，７００

円

１１，６００

円

１４，０００

円

１７，７００

円

２，４００

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

９，１００ １２，０００ １６，９００ ２０，０００ ２５，４００ ３，３００
冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

９，２００ １２，２００ １７，１００ ２０，３００ ２５，８００ ３，３００

エ 省略

４～８ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出できる費用は、１体当たり大人２０１，０００円以

内、小人１６０，８００円以内とする。

エ 省略

１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップそ

の他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送

エ 省略

４～８ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出できる費用は、１体当たり大人１９９，０００円

、小人１５９，２００円以内とする。

エ 省略

１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップそ

の他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送
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費、 賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり１３４，２００円以内

とする。

ウ 省略

１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，０００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，５００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり

１６，４００円以内

エ・オ 省略

カ 大工 １人１日当たり１５，５００円以内

キ 左官 １人１日当たり１４，９００円以内

ク とび職 １人１日当たり１４，５００円以内

�・� 省略

２ 省略

様式第２号（第４条、第５条関係）

様式第２号（その１）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づき、

次の物資の保管を命ずる。

省略

費及び賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり１３７，５００円以内

とする。

ウ 省略

１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，７００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，３００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり

１６，２００円以内

エ・オ 省略

カ 大工 １人１日当たり１５，８００円以内

キ 左官 １人１日当たり１５，３００円以内

ク とび職 １人１日当たり１５，０００円以内

�・� 省略

２ 省略

様式第２号（第４条、第５条関係）

様式第２号（その１）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づき、

次の物質の保管を命ずる。

省略

物資の種類 省略 物質の種類 省略

省略 省略

省略

注 省略

様式第２号（その２）～（その４） 省略

省略

注 省略

様式第２号（その２）～（その４） 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。

�愛媛県規則第３２号
養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則（昭和６２年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条関係）

徴収基準額表

別表第１（第３条関係）

徴収基準額表

省略 省略

注１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する

均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の額」とは同

項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合に

は、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並びに同法

附則第５条第３項及び 第５条の４第６項の規定

注１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する

均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の額」とは同

項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合に

は、同法第３１４条の７第１項第１号及び第２項、第３１４条の

８、附則第５条第３項並びに附則第５条の４第６項の規定

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号
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は、適用しないものとする。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次

控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

２ この表のＤ１階層からＤ１９階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５

号）の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただ

し、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用し

ないものとする。

� 所得税法第７８条第１項並びに第２項第１号、第２号

（地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄附金

に該当する場合に限る。）及び第３号（同法第３１４条の

７第１項第２号に規定する寄附金に該当する場合に限

る。）、第９２条第１項並びに第９５条第１項から第３項ま

で

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで、第４１条

の２、第４１条の３の２第４項及び第５項、第４１条の１９の

２第１項、第４１条の１９の３第１項及び第２項、第４１条の

１９の４第１項及び第２項並びに第４１条の１９の５第１項

� 省略

３～８ 省略

別表第２（第３条関係）

徴収基準額表

は、適用しないものとする。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次

控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

２ この表のＤ１階層からＤ１９階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５

号）の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただ

し、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用し

ないものとする。

� 所得税法第７８条第２項第１号

、第９２条第１項及び 第９５条第１項から第３項ま

で

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで、第４１条

の２、第４１条の３の２第４項及び第５項、第４１条の１９の

２第１項

並びに第４１条の１９の５第１項

� 省略

３～８ 省略

別表第２（第３条関係）

徴収基準額表

省略 省略

注１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税法第

２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、Ｃ２階層

における「所得割の額」とは同項第２号に規定する所得割

（この所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７及び

第３１４条の８並びに同法 附則第５条第３項及

び 第５条の４第６項の規定は、適用しないものとす

る。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次

控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

２ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対

する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて

計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算

する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

� 所得税法第７８条第１項並びに第２項第１号、第２号

（地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄附金

に該当する場合に限る。）及び第３号（同法第３１４条の

７第１項第２号に規定する寄附金に該当する場合に限

る。）、第９２条第１項並びに第９５条第１項から第３項ま

で

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで、第４１条

の２、第４１条の３の２第４項及び第５項、第４１条の１９の

２第１項、第４１条の１９の３第１項及び第２項、第４１条の

１９の４第１項及び第２項並びに第４１条の１９の５第１項

� 省略

３～７ 省略

注１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税法第

２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、Ｃ２階層

における「所得割の額」とは同項第２号に規定する所得割

（この所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７第１

項第１号及び第２項、第３１４条の８、附則第５条第３項並

びに附則第５条の４第６項の規定は、適用しないものとす

る。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次

控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

２ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対

する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて

計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算

する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

� 所得税法第７８条第２項第１号

、第９２条第１項及び 第９５条第１項から第３項ま

で

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで、第４１条

の２、第４１条の３の２第４項及び第５項、第４１条の１９の

２第１項

並びに第４１条の１９の５第１項

� 省略

３～７ 省略

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号

４５７
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�愛媛県告示第７４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則別表第１及び別表第２の規定は、平成２２年４月分以後の徴収額について適

用し、同年３月分以前の徴収額については、なお従前の例による。

�愛媛県告示第７４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

いのうえ産婦人
科

医療法人いのう
え産婦人科

今治市南大門町１－５－
２

平成２２年
４月１２日

小林耳鼻咽喉科
クリニック 小 林 丈 二 西条市丹原町池田１０９－

５
平成２２年
６月１日

みかんこどもク
リニック

医療法人みかん
こどもクリニッ
ク

八幡浜市字白浜１５３６番地
５

平成２２年
５月１日

うつのみや内科 医療法人うつの
みや内科

上浮穴郡久万高原町久万
２０６番地５

平成２２年
５月１日

れんげ堂薬局池
田店

有限会社れんげ
堂

西条市丹原町池田１０９－
１

平成２２年
６月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

今 治 鍼 灸 院 廣 瀬 敬 次 今治市美保町三丁目１－
８

平成２２年
５月１日

薬師寺接骨院 薬師寺 正 敏 宇和島市吉田町立間尻甲
１８１６－２

平成２２年
５月１７日

マッサージ和み 有限会社
ブ ン 設 計

今治市喜田村四丁目１３－
５３

平成２２年
５月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

いのうえ産婦人
科 井 上 琢 磨 今治市南大門町１－５－

２
平成２２年
４月１１日

西予市国民健康
保険坂石診療所 西 予 市 長 西予市野村町坂石２５６９番

地
平成２２年
４月１日

くすりの健美堂
薬局 大 西 啓 二 四国中央市三島中央一丁

目７番３０号
平成２１年
１月１３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ほほえみ 今治市石井町一丁目８番４７号 株式会社ほほえみ 今治市石井町一丁目８番４７号 平成２２年４月１日

松 本 毅 南宇和郡愛南町一本松３３７５－
３ 松本クリニック 南宇和郡愛南町一本松３３７５－

３ 平成２２年４月１日

居宅介護支援センター若草合
同会社 新居浜市松原町１５番４９号 ヘルパーステーション若草 新居浜市松原町１５番４９号 平成２２年５月１日

医療法人三善会 宇和島市堀端町２番３９号 医療法人三善会善家外科・脳
神経外科 宇和島市堀端町２番３９号 平成２２年５月１３日

菊園株式会社 宇和島市北新町１５７２番地２ ヘルパーステーション菊園 宇和島市北新町１５７２番地２ 平成２２年５月１７日

田 中 徹 宇和島市津島町岩松８０１－３ 田中歯科医院 宇和島市津島町岩松８０１－３ 平成２２年５月２０日

株式会社東京ネバーランドえ
ひめ

新居浜市西の土居町一丁目３
番２８号

デイサービスセンターファイ
トえひめ

新居浜市西の土居町一丁目３
番２８号 平成２２年５月３１日

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号

４５８
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�愛媛県告示第７４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２２年６月２５日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

居宅介護支援センター若草合
同会社 新居浜市松原町１５番４９号 居宅介護支援センター若草 新居浜市松原町１５番４９号 平成２２年５月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ほほえみ 今治市石井町一丁目８番４７号 株式会社ほほえみ 今治市石井町一丁目８番４７号 平成２２年４月１日

松 本 毅 南宇和郡愛南町一本松３３７５－
３ 松本クリニック 南宇和郡愛南町一本松３３７５－

３ 平成２２年４月１日

居宅介護支援センター若草合
同会社 新居浜市松原町１５番４９号 ヘルパーステーション若草 新居浜市松原町１５番４９号 平成２２年５月１日

医療法人三善会 宇和島市堀端町２番３９号 医療法人三善会善家外科・脳
神経外科 宇和島市堀端町２番３９号 平成２２年５月１３日

菊園株式会社 宇和島市北新町１５７２番地２ ヘルパーステーション菊園 宇和島市北新町１５７２番地２ 平成２２年５月１７日

田 中 徹 宇和島市津島町岩松８０１－３ 田中歯科医院 宇和島市津島町岩松８０１－３ 平成２２年５月２０日

株式会社東京ネバーランドえ
ひめ

新居浜市西の土居町一丁目３
番２８号

デイサービスセンターファイ
トえひめ

新居浜市西の土居町一丁目３
番２８号 平成２２年５月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

いよ路サービス有限会社 今治市鯉池町一丁目１番２２号

（変更後）
いよ路サービス

今治市鯉池町一丁目１番２２号 平成２２年４月９日
（変更前）
有限会社いよ路サービス

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号

４５９
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社信介 宇和島市吉田町立間尻甲５５４
－６ 訪問介護ひいらぎ

（変更後）
宇和島市柿原甲１４６４－１

平成２２年５月６日
（変更前）
宇和島市恵美須町二丁目４番
２２号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

いよ路サービス有限会社 今治市鯉池町一丁目１番２２号

（変更後）
いよ路サービス

今治市鯉池町一丁目１番２２号 平成２２年４月９日
（変更前）
有限会社いよ路サービス

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社信介 宇和島市吉田町立間尻甲５５４
－６ 訪問介護ひいらぎ

（変更後）
宇和島市柿原甲１４６４－１

平成２２年５月６日
（変更前）
宇和島市恵美須町二丁目４番
２２号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ふくふく
の会

越智郡上島町弓削上弓削３番
地 デイサービスふくふくの会 越智郡上島町弓削上弓削３番

地 平成２２年３月１日

松 本 定 善 南宇和郡愛南町一本松３３７５－
３ 松本クリニック 南宇和郡愛南町一本松３３７５－

３ 平成２２年３月３１日

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号

４６０
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７５９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人久万高原町社会
福祉協議会

上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

久万高原町社会福祉協議会指
定居宅介護支援事業所柳谷

上浮穴郡久万高原町柳井川８４
６番地 平成２２年５月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

松 本 定 善 南宇和郡愛南町一本松３３７５－
３ 松本クリニック 南宇和郡愛南町一本松３３７５－

３ 平成２２年３月３１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１５９６ ＮＰＯ法人ほっとねっ
と

松山市道後湯月町３－
３ 屋 宮 康 紀 就労継続支援

Ｂ型 すけっと工房 松山市小坂３丁目６－
１６

平成２２年
５月１日

３８１０１０１６０４ 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番
１０号 兵 頭 陽 子 居宅介護 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番

１０号
平成２２年
５月１日

３８１０１０１６０４ 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番
１０号 兵 頭 陽 子 重度訪問介護 株式会社フルール 松山市東野６丁目２番

１０号
平成２２年
５月１日

３８１０１０１６１２ 特定非営利活動法人家
族支援フォーラム

松山市姫原２丁目３番
地２１ 米 田 順 哉 就労継続支援

Ｂ型
地域生活支援センター
夢ポケット 松山市上野町乙４６番地 平成２２年

５月１日

３８１１３００１１４ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大町
２００５番の１ 武 村 志 延 就労継続支援

Ｂ型 たのしみ 四国中央市豊岡町大町
１４１２－１

平成２２年
５月１日

３８１１３００２１３ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大町
２００５番の１ 武 村 志 延 児童デイサー

ビス
児童デイサービスぽれ
ぽれ

四国中央市三島宮川２
－４－２

平成２２年
５月１日

３８１０４００１７０ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台２丁目９番地 寺 田 大 輔 居宅介護 ニチイケアセンター八

幡浜
八幡浜市産業通４番１８
号

平成２２年
５月１２日

３８１０４００１７０ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台２丁目９番地 寺 田 大 輔 重度訪問介護 ニチイケアセンター八

幡浜
八幡浜市産業通４番１８
号

平成２２年
５月１２日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１００９４５ 有限会社石のぬくもり 松山市東山町１番地の
２ 稲 葉 千 穂 居宅介護 訪問介護事業所草の芽 松山市東山町１番地の

２
平成２２年
４月１日

３８１０１００９４５ 有限会社石のぬくもり 松山市東山町１番地の
２ 稲 葉 千 穂 重度訪問介護 訪問介護事業所草の芽 松山市東山町１番地の

２
平成２２年
４月１日

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号

４６１
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�愛媛県告示第７６０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７６１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７６２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８１０１０００１０ ＮＰＯ法人ほっとねっ
と

松山市道後湯月町３番
３号 屋 宮 康 紀 重度訪問介護 ヘルパーステーション

ほっとパートナー
松山市久米窪田町８９７
－７

平成２２年
５月１日

３８１０１０１０６７ 特定非営利活動法人家
族支援フォーラム

松山市姫原２丁目３番
地２１ 米 田 順 哉 就労継続支援

Ｂ型
地域生活支援センター
夢ポケット

松山市一番町４丁目４
番地２県庁第１別館地
下１階

平成２２年
５月１日

３８１０１００５２３ 株式会社ファミリーケ
ア

松山市南江戸一丁目１
番２１号 三 原 弘 記 居宅介護 ファミリーケアヘルパ

ーステーション南江戸
松山市南江戸一丁目１
番２１号

平成２２年
５月３１日

３８１０１００５２３ 株式会社ファミリーケ
ア

松山市南江戸一丁目１
番２１号 三 原 弘 記 重度訪問介護 ファミリーケアヘルパ

ーステーション南江戸
松山市南江戸一丁目１
番２１号

平成２２年
５月３１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん 愛媛県松山市東長戸三丁目４番２７号 平成２２年５月１日 通所介護

有限会社ケアヴィレッジ デイホームよしふじ庵 愛媛県北宇和郡鬼北町大字東仲１０１５番
地 平成２２年５月１日 通所介護

株式会社ラビダ 訪問介護事業所ラビダ 愛媛県松山市和気町二丁目７４７番地１６ 平成２２年５月１日 訪問介護

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園
指定訪問介護事業 愛媛県伊予郡松前町大溝９６番地１ 平成２２年５月１日 訪問介護

社会福祉法人広寿会 たちばなの家じゃんけんぽん 愛媛県松山市立花一丁目１１番３号 平成２２年５月１日 通所介護

菊園株式会社 ヘルパーステーション菊園 愛媛県宇和島市北新町１５７２番地２ 平成２２年５月１日 訪問介護

居宅介護支援センター若草合同会社 ヘルパーステーション若草 愛媛県新居浜市松原町１５番４９号 平成２２年５月１日 訪問介護

株式会社サンライフ 訪問介護事業所サンライフ 愛媛県四国中央市土居町小林６０５番地
３ 平成２２年５月１日 訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八幡浜 愛媛県八幡浜市産業通４番１８号 平成２２年５月１２日 訪問介護

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園
外部サービス利用型特定施設 愛媛県伊予郡松前町大溝９６番地１ 平成２２年５月１日 特定施設入居者生

活介護

株式会社アテックス 株式会社アテックスレンタル事業部 愛媛県松山市衣山二丁目１番３５号 平成２２年５月２１日 福祉用具貸与

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社ラビダ 居宅介護支援事業所ラビダ 愛媛県松山市和気町二丁目７４７番地１６ 平成２２年５月１日 居宅介護支援

居宅介護支援センター若草合同会社 居宅介護支援センター若草 愛媛県新居浜市松原町１５番４９号 平成２２年５月１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号

４６２
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�愛媛県告示第７６５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市城川町野井川１８４６の４、１８４７の６

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

林道用地とするため

�������
�愛媛県告示第７６６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

�愛媛県告示第７６３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業を廃

止する旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７６４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん 愛媛県松山市東長戸三丁目４番２７号 平成２２年５月１日 介護予防通所介護

株式会社ラビダ 訪問介護事業所ラビダ 愛媛県松山市和気町二丁目７４７番地１６ 平成２２年５月１日 介護予防訪問介護

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園
外部サービス利用型特定施設 愛媛県伊予郡松前町大溝９６番地１ 平成２２年５月１日 介護予防特定施設

入居者生活介護

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園
指定訪問介護事業 愛媛県伊予郡松前町大溝９６番地１ 平成２２年５月１日 介護予防訪問介護

社会福祉法人広寿会 たちばなの家じゃんけんぽん 愛媛県松山市立花一丁目１１番３号 平成２２年５月１日 介護予防通所介護

菊園株式会社 ヘルパーステーション菊園 愛媛県宇和島市北新町１５７２番地２ 平成２２年５月１日 介護予防訪問介護

居宅介護支援センター若草合同会社 ヘルパーステーション若草 愛媛県新居浜市松原町１５番４９号 平成２２年５月１日 介護予防訪問介護

株式会社サンライフ 訪問介護事業所サンライフ 愛媛県四国中央市土居町小林６０５番地
３ 平成２２年５月１日 介護予防訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八幡浜 愛媛県八幡浜市産業通４番１８号 平成２２年５月１２日 介護予防訪問介護

株式会社アテックス 株式会社アテックスレンタル事業部 愛媛県松山市衣山二丁目１番３５号 平成２２年５月２１日 介護予防福祉用具
貸与

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人財団慈強会 レスパイトステーションいこい 愛媛県松山市高井町１２１１番地 平成２２年４月３０日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人財団慈強会 ケアプランセンター東松山 愛媛県松山市高井町１２１１番地 平成２２年４月３０日 居宅介護支援

社会福祉法人久万高原町社会福祉協議
会

久万高原町社会福祉協議会指定居宅介
護支援事業所柳谷

愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４６
番地保健福祉センターやなだに 平成２２年５月１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２２年６月２５日 第２１７８号

４６３



１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（１／５００地形図作成）

２ 作業期間 平成２１年１２月１日から

平成２２年３月２５日まで

３ 作業地域 松山市北条八反地

�������
�愛媛県告示第７６７号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第１５条の３

第２項の規定により、公の施設の指定管理者から次のとおり名称の

変更の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

とべ動物園

２ 指定管理者の名称

変 更 前 財団法人愛媛県動物園協会

変 更 後 公益財団法人愛媛県動物園協会

３ 変更年月日

平成２２年６月１日

�������
�愛媛県告示第７６８号
次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、当

該宅地建物取引業者は、愛媛県土木部道路都市局建築住宅課まで申

し出られたい。

なお、この告示の日から３０日を経過しても当該宅地建物取引業者

から申出がないときは、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）

第６７条第１項の規定によりその免許を取り消す。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市喜多台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市萩生土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年６月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任

商号 代表者の氏名 免許番号 免許年月日

株式会社 愛地 小 倉 津久夫 愛媛県知事�
第３５４７号 平成２０年６月１２日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 町 譲 西条市喜多台１８９番地１

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 越 智 和 男 西条市喜多台６１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 町 譲 西条市喜多台１８９番地１

〃 白 石 孝 司 西条市喜多台８９番地

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 木 原 浩 西条市喜多台２３２番地１

〃 越 智 和 男 西条市喜多台６１番地

監 事 藤 原 幹 雄 西条市喜多台２０５番地

〃 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 健 剛 新居浜市萩生４４８番地

〃 藤 田 平 夫 新居浜市萩生９４８番地

〃 守 谷 力 夫 新居浜市萩生４９５番地

〃 渡 辺 彰 新居浜市萩生４５３番地－２

〃 秋 山 晃 徳 新居浜市萩生７９３番地

〃 飯 尾 一 男 新居浜市萩生８２１番地－１

〃 藤 井 博 新居浜市萩生７８４番地－６

〃 菅 周 馬 新居浜市萩生３５４番地－５

〃 土 岐 若 水 新居浜市萩生２５０番地－１

〃 松 田 千鶴子 新居浜市萩生２５３番地－４

監 事 真 鍋 喜久雄 新居浜市萩生６８３番地

〃 守 谷 肇 新居浜市萩生４７０番地－１

〃 渡 辺 健 治 新居浜市萩生６３２番地－９

〃 中 川 英 隆 西条市喜多台９２番地

〃 渡 部 宏 憲 西条市喜多台７８番地

監 事 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

〃 中 川 伸 之 西条市喜多台３８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 貞 利 新居浜市萩生６７４番地

〃 真 鍋 伸 一 新居浜市萩生７６３番地

〃 福 田 道 憲 新居浜市萩生６２１番地－１

〃 土 岐 若 水 新居浜市萩生２５０番地－１

〃 土 岐 博 章 新居浜市萩生２７２番地－２

〃 土 岐 博 新居浜市萩生３０２番地－１

〃 福 田 健 剛 新居浜市萩生４４８番地

〃 藤 田 平 夫 新居浜市萩生９４８番地

〃 渡 辺 彰 新居浜市萩生４５３番地－２

〃 守 谷 健 治 新居浜市萩生５８２番地－１

監 事 加 藤 恒 孝 新居浜市萩生８２１番地－２
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公 告

�������
�愛媛県告示第７７２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年６月２５日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年６月１６日

３ 指定道路の位置

四国中央市中之庄町字宮ノ上７７６番の１及び７７６番２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．５０メートル

� 幅員 ４．７０メートル

�公 告

生産事業者講習会の開催について

林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１１条第１項の規定に基づき、

生産事業者講習会を次のとおり行う。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 開催の日時

平成２２年８月２５日（水）９時

２ 開催の場所

上浮穴郡久万高原町菅生

愛媛県農林水産研究所林業研究センター 展示研修施設研修室

３ 受講申込期限

平成２２年８月２０日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同

日までの消印があるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の請求先及び提出先

住所を所管する地方局森林林業課、支局森林林業課若しくは農

林水産部森林局森林整備課

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

１１０番情報管理システム及び地図検索システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

�愛媛県告示第７７１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年６月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年６月２５日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

〃 菅 勝 新居浜市萩生６３２番地－１３ 〃 秦 初 義 新居浜市萩生９５６番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第１４５２７号 平成１７年
６月１２日 �近藤園芸店 近藤 千穂 今治市喜田村８－１－４５ 平成２２年

５月６日 造園工事業 建設業の廃止

（特－２０）第５８０９号 平成２０年
１０月２０日 �阿部建設 阿部 勝房 西条市河原津甲５０６－２ 平成２２年

５月１３日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１９）第９６５３号 平成２２年
５月１７日 栗田建設� 岡林 義幸 西条市中野甲１４６７－１ 平成２２年

５月１７日

土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２１）第２６０７号 平成２２年
５月２４日 �山岡組 山本 悦司 今治市玉川町長谷甲９８１

－２
平成２２年
５月２４日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第１６号

平成２２年６月１６日
東温市田窪字井手ノ上２０１番７

東温市田窪２０１番地５

松 田 タ エ コ
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雑 報

１１０番情報管理システム及び地図検索システム一式（ハード

ウェア一式、ソフトウェア一式、搬入、据付け、配線、調整等

一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２３年３月１日から平成２８年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２０・２１・

２２年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

平成２２年８月１０日（火）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。

� 開札の日時及び場所

平成２２年８月１０日（火）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２２年６月２５日（金）午前９時から平成２２年７月３０日

（金）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Emergency

police dispatch management system and Mapping plan

reference system，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，１０ August，２０１０

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成２１年度決算の要旨を公告する。

平成２２年６月２５日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 �須賀 功

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短期 長期 預託金管理 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金 ４，１４６，６１４ １３，９９９，３１０ １６８，９９６ ２３１，９７８２８６，２２４

収 掛金 ４，０４８，１３４ ７，３３６，６８２ １９５，９６７３０３，２９５
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施設収入・商品売上 ６４，９７３

受取手数料 ２２，０４３

利息及び配当金 ２９１ ２９１，６５４ ３２７ ２２１ １７６ ９７３，９３６ １，２８０ ２０３１

組合員貸付金利息 ２８９，００３

入
その他収入 ７５５，６８４ ６１，００１ ９９６ １３２，９６４ １８，１５１ ３３，３２３ ９３１

他経理から繰入金 ２８，０９９ ２１０，１００

前年度繰越支払準備金 ７２８，６１７

計 ９，６７９，３４０ ２１，３３５，９９２ ２９１，６５４ ２５８，４２３ ４２９，１６２ ４０８，２１３ ９９２，０８７ ３２３，６０６ ２２，９９４５８９，５５０

給付 ４，５７２，６５５

役職員給与 １２６，３６１ １８，０８３ ５８，６５５ ２３，８５７ １１，５９８ ２，５１８

厚生費 １１６ ２９０，１２１ ４７ １５ ７

特定健康診査等費 ２０，８８３

旅費・事務費 ９，８４９ ４，４８３ １，１５０ ３，１２５ ２，２６５ ４４０

支
商品仕入 ３０７

飲食材料費

委託費 ６，０５４ １２９ ７６０ ６７７ ５２ １６３

支払利息 ２９１，６５４ ５５９，６９３ ２５３，３２９ １２，６５９

連合会払込金・拠出金 ４９１，８１１ ２１，８４２

前期高齢者納付金 １，８６３，１７９

後期高齢者支援金 １，５７７，９３４

老人保健拠出金 ９４

出
退職者給付拠出金 ３２２，３７８

介護納付金 ６１５，１０９

負担金払込金・掛金払込金 ２１，３３５，９９２

他経理へ繰入金 ２８，０９９ ２１０，１００

その他支出 １４９，５６７ １０９，１０７ ２８，７７６ ７５，８７８ １６，１２８ ３９，５４５ １２，０８６６２２

次年度繰越支払準備金 ７２２，７７８

計 ９，７２８，４９５ ２１，３３５，９９２ ２９１，６５４ ２５１，４８７ ５７２，５７５ １３６，７９７ ６０３，４９５ ３２８，６３８ ２７，８６６６１５，７３１

差引当期利益金又は当期損失金（△） △４９，１５５ ０ ０ ６，９３６ △１４３，４１３ ２７１，４１６ ３８８，５９２ △５，０３２ △４，８７２△２６，１８１

貸借対照表の要旨

資
流動資産 ７６６，２８５ １，１６３，５９２ ３４５，９９４ ３７７，６５３ １３８，０６３ ２９６，３８８ ２５，５７３，７７１ ２８７，５４４ ８１４，１８２

産
固定資産 １１，８２７，６０６ ４３３ ４８ ６９０，４３５ ３４，１６０，０３４ １０，３０５，０２８

繰延資産

資 産 合 計 ７６６，２８５ １，１６３，５９２ １２，１７３，６００ ３７８，０８６ １３８，１１１ ９８６，８２３ ５９，７３３，８０５ １０，５９２，５７２ ８１４，１８２

負
流動負債 ２７，１４８ １，１６３，５９２ ６，１４５ ７，６３９ １４７ ５６，４６４，７０７ １ ２７，０７７

債
固定負債 ７２２，７７８ １２，１７３，６００ ２２３，１４４ ３９，５４０ ５５，４５０ ４９，５５２ １０，２２０，０３５ ６４０，４１１

負債合計 ７４９，９２６ １，１６３，５９２ １２，１７３，６００ ２２９，２８９ ４７，１７９ ５５，５９７ ５６，５１４，２５９ １０，２２０，０３６ ６６７，４８８

資
資本剰余金 ５４５，６５５

本
利益剰余金又は欠損金（△） ３５，７２３ １４８，７９７ ９０，９３２ ３８５，５７１ ３，２１９，５４６ ３７２，５３６ １４６，６９４△１９，３６４

資本合計 １６，３５９ ０ ０ １４８，７９７ ９０，９３２ ９３１，２２６ ３，２１９，５４６ ３７２，５３６ １４６，６９４

負 債 ・ 資 本 合 計 ７６６，２８５ １，１６３，５９２ １２，１７３，６００ ３７８，０８６ １３８，１１１ ９８６，８２３ ５９，７３３，８０５ １０，５９２，５７２ ８１４，１８２

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護
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